
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年第６回（６月） 
 

農業委員会総会議事録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉富町農業委員会 

 

 

 

 

 



１．日時及び場所   平成２５年６月１０日（月） 

開 会１０時００分 閉 会１１時１５分 

 

２．開催場所     吉富フォーユー会館３階会議室 

 

３．出席委員 

委員の定数     １５名 

   出席委員数     １４名 

   欠席委員数      １名 

出席委員の氏名  

是木 輝義 

瀬口 勝美 

和才 直俊 

岡 万寿夫 

土屋 豊一 

守口 正典 

高原 孝幸 

奥家 信弘 

賀部 正直 

豊田 和義 

石丸 茂信 

 

恒成 一治 

若山 清敏 

是木 則幸 

 

欠席委員の氏名  矢頭 道雄 

 

４．付議事項 

議案第１３号 農地法第５条第 1 項の規定による許可申請書について ３件 

議案第１４号 農地法第５条計画変更申請書について 

議案第１５号 吉富町農用地利用集積計画の承認について 

報告事項   農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

５．農業委員会事務局職員 

   事務局職員 大塚 和己、和才 薫、石丸 貴之 

 

６．会議の概要 

事務局 

 

 

 

 

 

是木会長 

 

 

 

 

 

委員の皆さんおはようございます。 

皆様方には何かとお忙しい中ご出席いただきまして有難うござい

ます。それでは、ただ今より平成２５年第６回総会を開催いたしま

す。本日は矢頭委員より都合により欠席の連絡をいただいておりま

すので委員１４名での開催となります。 

開会に先立ちまして是木会長よりご挨拶をお願いいたします。 

皆さんおはようございます。やっとそれらしい気候となってきま

した。皆様においてもそろそろ田植えの準備等が忙しくなってくる

とは思われますが体に気をつけていただきたいと思います。 

それでは、ただいまから平成２５年第６回６月の総会を開催いた

します。まず、議事録署名人の指名をいたします。議事録署名人に

は岡委員、高原委員のお二人を指名いたします。 
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それでは、議事に入ります。「議案第１３号 農地法第５条第１

項の規定による許可申請書について」を上程いたします。今回は３

件の申請があるようなので事務局より逐次説明をお願いします。 

「議案第１３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書につ

いて」です。３箇所ありますので、１ページをご覧ください。 

先ず番号１の説明です。この案件は、この農地を第三者へ所有権

移転の伴う転用です。 

申請農地：吉富町大字土屋３８６番地１ 畑  ３１８㎡ 

譲 渡 人：豊前市大字○○○   Ｕ．Ｔ 

譲 受 人：吉富町大字○○○   Ｕ．Ｍ 

転用理由：自己住宅建築に伴う駐車場、倉庫等 

（その他番号１について議案内容朗読） 

農地区分については都市計画用途区域内「第１種低層住居専用地

域」内の農地であることから第３種要件の農地であると判断されま

す。よろしくご審議願います。 

それでは、地元委員の土屋委員さん、申請地の状況や聞き取り内

容などで何か補足説明がありましたらお願いします。 

ただ今の事務局の説明のとおりでございます。奥の宅地と手前の

畑を一括で購入する案件です。畑については進入路と駐車場で利用

するそうです。排水についても、合併処理浄化槽で処理するという

ことですし、道路側溝に排水を流すので問題ないと思われます。 

土屋委員並びに事務局より説明がありました。 

ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願

いします。 

今後はこういった事例が多く発生するのではないか。 

今回の案件は奥の宅地の家を建替える計画ですが、周りが農地で

ある場合道路に接していないため建築許可が出ません。建築基準法

適用前のこういった案件は今後も発生すると思われます。 

その他にどなたか発言のある方はいませんか。 

（質疑なし） 

ございませんようでしたら、議案第１３号の番号１については承

認することにご異議はござませんか。 

（異議なし） 

では、議案第１３号の番号１に関しましては承認することと決し

ます。 

続きまして議案第１３号の番号２について、事務局より説明をお

願いします。 

再度１ページをご覧ください。番号２の説明です。 

この案件は H26.1.31 までの賃借権設定に伴う一時転用です。 

工事完了後は元の農地の状態に戻すようなっています。 

申請農地：吉富町大字直江３４番地   田   ５８６㎡ 
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申請農地：吉富町大字直江３５番地１  畑   １４７㎡ 

申請農地：吉富町大字直江３６番地１  田   ３５１㎡ 

合計面積１，０８４㎡です。 

現況は、直江３４番地及び３６番地１は届出により畑（耕作台帳

上も）となっています。 

譲 渡 人：福岡市東区○○○ 

Ｔ．Ｈ 

譲 受 人：吉富町大字○○○ 

株式会社 Ｔ 

転用理由：公共下水道事業直江地区面整備事業に伴う一時転用 

（地域住民の仮設駐車場及び工事機械置場） 

（その他番号２について議案内容朗読） 

農地区分については都市計画用途区域内「第１種低層住居専用地

域」内の農地であることから第３種要件の農地であると判断されま

す。よろしくご審議願います。 

それでは、地元委員の高原委員さん、申請地の状況や聞き取り内

容などで何か補足説明がありましたらお願いします 

ただ今の事務局の説明のとおりでございます。町の公共事業に伴

う一時転用で、地域住民の仮駐車場として利用するので問題ないと

思われます。 

高原委員並びに事務局より説明がありました。現時点では問題が

ないということですね。 

ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願

いします。 

（質疑なし） 

ございませんようでしたら、議案第１３号の番号２については承

認することにご異議はござませんか。 

（異議なし） 

では、議案第１３号の番号２に関しましては承認することと決し

ます。 

続きまして議案第１３号の番号３について、事務局より説明をお

願いします。 

再度１ページをご覧ください。番号３の説明です。 

この案件は、この農地を第三者へ所有権移転の伴う転用です。 

申請農地：吉富町大字広津１２７４番地１ 田  ６６０㎡ 

譲 渡 人：吉富町大字○○○ 

Ｙ．Ｋ（持分２分の１） 

・・・・・吉富町大字○○○ 

Ｔ．Ｋ（持分２分の１） 

譲 受 人：吉富町大字○○○ 

Ｕ．Ｋ 
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転用理由：一般住宅 １棟 建築面積 １３６.３４㎡ 

（その他番号３について議案内容朗読） 

平成１３年２月の農振除外会議で除外申請（資材置場）がなされ、

平成１３年５月に県よりの許可が下りている案件です。 

農地区分については近隣が宅地化されているので、宅地化の状況

が著しい区域に近接し、かつ、１０ｈａ未満の農地であることから

第２種要件の農地であると判断されます。 

よろしくご審議願います。 

それでは、地元委員の奥家委員さん、申請地の状況や聞き取り内

容などで何か補足説明がありましたらお願いします。 

ただ今の事務局の説明のとおりでございます。現在の圃場の形状

が悪く、耕作者が麦の作付けを行っていますが刈取り等の作業に苦

労しているみたいです。排水についても、合併処理浄化槽で処理す

るということですし、水路に排水を流すので問題ないと思われます。 

奥家委員並びに事務局より説明がありました。現時点では問題が

ないということですね。 

ただ今より質疑を受けたいと思います。発言のある方は挙手お願

いします 

（質疑なし） 

ございませんようでしたら、議案第１３号の番号３については承

認することにご異議はござませんか。 

（異議なし） 

では、議案第１３号の番号３に関しましては承認することと決し

ます。 

それでは、次の議事に入ります。「議案第１４号 農地法第５条

計画変更請書について」を上程いたします。事務局より説明をお願

いします。 

それでは２３ページをご覧ください。この案件は、平成２４年１

月の農業委員会で４区画の建売分譲地として審議され、平成２４年

１月３１日付けで県より許可された案件を、今回１区画は許可通り

建売分譲地で、残りの３区画を宅地分譲へ変更する許可申請案件で

す。 

申 請 地：吉富町大字広津４８２番地１０ 宅地 245.23 ㎡ 

申請農地：吉富町大字広津４８２番地１１ 宅地 265.85 ㎡ 

申請農地：吉富町大字広津４８２番地１３ 宅地 361.56 ㎡ 

申請農地：吉富町大字広津４８２番地１４ 水路  26.00 ㎡ 

所 有 者：株式会社 Ｍ 

（その他議案内容朗読） 

特に、今回も隣地承諾未同意の理由及び関係者への事情聴取

内容については議案に貼付した経緯書を朗読し客観的な視点

からの審議を願った。  
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それでは、地元委員の恒成委員さん、申請地の状況や聞き取り内

容などで何か補足説明がありましたらお願いします。 

前回も色々問題のあった案件です。まだまだ苦情があるようです

が、今回は側溝を設けて地元土地改良区理事の排水同意は取れてい

るみたいですので計画変更に関しては問題がないと思われます。 

隣地の未同意者について、事務局で本人確認を行ったところ当初

計画ではＬ型擁壁に段差がついていたが、現況側溝は設置している

が段差は設けていない。この場合、大雨や車の洗い水等が側溝のコ

ンクリート蓋を越えて水田に入ってくる。だから当初計画のとおり

分譲業者により擁壁の嵩上げをしないと、宅地購入者がどんな造成

をするかわからないので困るとの要望であった。 

現況は当初計画とは異なっているので、隣地の方はなおのこと承

諾しかねているようです。そこで今回各委員さんのご意見を踏まえ

て協議をお願いします。 

 側溝に蓋が掛かっているが、これを取ってもらうことはできない

のか。 

 隣地の方に確認をしましたが、今回建売分譲から宅地分譲への計

画変更なので、新しく分譲地を購入する方が蓋をつけることも考え

られますので、あくまでも擁壁の嵩上げでないとダメだということ

でした。 

 今回の転用事業者は計画がコロコロと変わっているようで、転用

の申請をする前に、関係各位と十分に協議をして計画性のある申請

をしてもらいたい。 

 本来この地域は宅地分譲が可能な地域であったが、色々な事情が

あったのか建売分譲としていた。しかし、建売分譲では買い手がつ

かず資金面からも厳しくなって、宅地分譲へと計画変更を行いたい

とのことです。 

 現況ある造成地内の側溝は誰の所有となっているのか。 

 側溝は、現在４８２番地１４として水路として分筆して業者所有

となっていますが、将来的には宅地購入者による共有になると思わ

れます。 

 当初の計画通り擁壁の嵩上げをしてもらったらどうか。 

 隣地の方の要望は、現在側溝はあるが農業委員会で擁壁の嵩上げ

を許可の条件として欲しいとのことです。 

通常は、Ｌ型擁壁の外に土水路があったのをＵ型側溝に変えてい

るのでそれで充分と思われるが、隣地の方が納得しないようである

ので、解決策として当初の計画通り擁壁に段差をつけてもらうよう

にしたらどうか。 

 前回もこの案件は雨水・排水を別系統の水路へ迂回して放流する

という条件付で意見書を出すということで、業者は条件どおり施工

し許可相当の意見書を県へ進達した経緯があります。 
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分譲の前に嵩上げを行った場合のみ許可としてはどうか。そうし

ないと後々もめることになる。 

 今回の問題は、この土地だけでなく農地に隣接する土地を転用す

る場合必ず起こる問題であるが、その時委員会で常に詳細に条件を

つけて申請者の指導をしなければならないのか。転用とは、転用を

行うものと利害関係にある関係者で、話し合いをして解決すればい

いのではないか。 

通常は、委員会申請前に隣地の方と話し合いを行って双方納得し

隣地承諾書が添付されて申請しますが、この案件は申請者と隣地の

方の人間関係の問題でこじれていますので、委員会が双方の意見を

聴衆していますが、通常は考えられないことなので、今回について

は特殊なことと考えています。 

 それと、今回擁壁の嵩上げ以外にも隣地の方は水路の復旧方法や

里道の改良等色々条件を出していましたが、農業委員会の審議に必

要と思われる嵩上げ以外の条件は計上していません。 

 本件については、単純に是非の判断をするのは難しい案件と思

われますが、双方の意見及び要望を充分に勘案し、擁壁の嵩上げ

を条件として許可するということでよろしいでしょうか。 

それでは，（異議なし）  

 それでは、委員会の中で申請者が嵩上げの対策を講じる場合

は「支障なし」ということで意見書を提出すこととし、講じな

い場合は「隣地に支障あり」ということで意見書を提出すると

いう事でよろしいでしょうか。  

（異議なし） 

それでは、対策を講じる場合には再度委員会を開催するのも

時間的な余裕がありませんので、会長及び事務局に一任させて

いただき、次回委員会にて報告とさせていただきたいのですが

よろしいでしょうか  

（異議なし） 

 では、議案第１４号に関しましては擁壁の嵩上げを分譲の前に施

工することを条件として承認することと決します。 

続きまして、「議案第１５号 吉富町農用地利用集積計画の承認

について」を上程いたします。事務局より説明をお願いします。 

それでは説明いたします。（Ｐ３３議案朗読） 

吉富町農用地利用集積計画ですが、町長が農用地利用集積計画を

定める場合には、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

より農業委員会の決定を経るとなっています。別添資料をごらんく

ださい。 

今回６月の利用権設定の件数は、新規は５９件で４８，５４３㎡、

更新は１０２件で１０１，９８２㎡、合計は１６１件で１５０，５

２５㎡となっています。前年と対比すると、新規は増加、更新は減
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尐となっています。農用地利用集積計画の各筆毎の内容につきまし

ては、一覧表を添付しておりますのでご覧ください。 

事務局より説明がありました。ただ今より質疑を受けたいと思い

ます。発言のある方は挙手お願いします 

（質疑なし） 

それでは、議案１５号につきまして承認することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なし） 

では、「議案第１５号 吉富町農用地利用集積計画の承認につい

て」は承認することと決します。 

次に報告事項があります。「農地法第１８条第６項の規定による

通知について」であります。事務局より説明をお願いいたします。 

 ４１ページをご覧ください。「農地法第１８条第６項の規定によ

る通知について」です。利用権の合意解約となります。 

 番号の１についてですが、ＴさんとＥさんの３年間の利用権です

が、Ｔさんが高齢のためもう耕作が出来ないということでの合意解

約です。 

 続きまして番号の２ですが、Ｉ．Ｔさんが亡くなられたので息子

さんが耕作人となりましたが、一部はＩさんの弟さんの所有となっ

ていましたので永小作の合意解約です。 

事務局からの報告ありましたが、委員の皆さん何か質問等はござ

いませんか 

（質疑なし） 

本日の議事はすべて終了しましたが、その他として情報交換と

なっていますがなにかありませんか？ 

（各地区内での情報交換） 

その他特になければ次回の総会の日程ですが、事務局よりお願い

いたします。 

予定どおり、７月１０日（水）１０：００からこの場所での開催

を提案しますがどうでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、これをもちまして平成２５年第６回総会を閉会いたし

ます。皆様、お疲れ様でした。 

１１時１５分 閉会 

 


